
 
 
 
はじめに           

 
 生涯にわたって安心して暮らせる地域社会。その実現は県民みんなの願いで

す。 
県では、障がいの有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、就職支援や職業訓練の他、障

がい福祉サービスの充実、障がいのある人の収入の向上など、さまざまな施策

に取り組んでいます。 
 
また、平成 29 年に制定した「福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する条例」に基づき、障がいのある人への不当な差別的取り扱いをなくし、

障がいの状況や意思、場面に応じて適切に対応する合理的配慮を行うことを全

ての県民の皆さまにお願いしています。 
 
このような中、障がいを理由とする差別の解消、障がいのある人の自己決定

の尊重や意思決定の支援、地域社会における共生など、７つの基本的視点を掲

げた「福岡県障がい者長期計画（第３期）」および、障がい福祉サービスの見込

量の他、提供体制の確保策や目標などについて定めた「福岡県障がい者福祉計

画（第５期）・福岡県障がい児福祉計画（第２期）」を策定しました。 
 
県では、これらの計画に基づき、市町村、障がい者団体、企業、事業所、Ｎ

ＰＯなど関係機関・団体と連携を図り、一層、障がいのある人に寄り添い、向

き合う、温かみのある障がい福祉施策を進めてまいります。 
 
計画の策定に当たり、熱心にご議論いただきました福岡県障がい者施策審議

会の委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見をお寄せいただいた皆さまに、心か

ら感謝申し上げます。 
 
障がいのある人の自立と社会参加を一層進めることができるよう、計画の推

進に全力を尽くしてまいります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 
 

令和３年３月 福岡県 
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計計画画策策定定のの趣趣旨旨  
 

  本県では、国際障害者年（昭和 56 年）を契機として、昭和 57 年に「福岡

県障害者福祉長期行動計画」を策定し、その後、「福岡県障害者福祉長期計画」

（平成 7 年度～15 年度）、「新福岡県障害者福祉長期計画」（平成 16 年度～26

年度）、「福岡県障害者長期計画」（平成 27 年度～令和 2 年度）を策定、これ

らの計画に基づき、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進してきました。 

  この間、国においては、平成 23 年に「障害者基本法」が改正され、日常生

活又は社会生活において障害者が受ける制限は社会の在り方との関係によっ

て生ずるといういわゆる「社会モデル」の考え方や障害者の権利に関する条

約にいう「合理的配慮」の概念が盛り込まれました。平成 25 年には、障がい

を理由とする差別の解消を推進するため、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律（障害者差別解消法）」が制定されました。 

 このほかにも、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）」及び「児童福祉法」により、障がいのある人に必

要なサービスが提供されるよう、サービス見込量等を記載した障がい者福祉計

画及び障がい児福祉計画の策定が義務付けられました。 

  本県では、これらの計画の改定期を迎え、また、障がいのある人を取り巻

く環境の変化を踏まえ、令和 3 年度から令和 8 年度までの計画期間中の施策

の基本的な考え方や方向性を定めた「福岡県障がい者長期計画（第３期）」、

長期計画に定めた基本的な考え方を踏まえて、前期 3年間（令和 3年度～5年

度）のサービス見込量等を定めた「福岡県障がい者福祉計画（第５期）・福岡

県障がい児福祉計画（第２期）」を一体的に策定し、障がいの有無によって分

け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現を目指します。 

 

２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８施策

障害者基本法に基づく
障がい者基本計画

障害者総合支援法に基づく
障がい福祉サービス等の計画

児童福祉法に基づく
障がい児通所支援等の計画

 新福岡県障害者福祉長期計画
  （H16年度～H26年度）

福岡県障害者
福祉計画

福岡県障害者
福祉計画(第2期)

福岡県障がい児
福祉計画(第1期)

福岡県障がい児
福祉計画(第2期)

福岡県障がい児
福祉計画(第3期)

福岡県障害者長期計画
（H27年度～R2年度）

福岡県障がい者長期計画
（R3年度～R8年度）

福岡県障害者
福祉計画(第3期)

福岡県障がい者
福祉計画(第4期)

福岡県障がい者
福祉計画(第5期)

福岡県障がい者
福祉計画(第6期)
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